
指名停止措置決定日：令和８年５月１３日（木）
業者名 所在地 指名停止の事由（措置要件） 指名停止期間 備考

1 有限会社　池辺陶器店 大分県竹田市大字竹田町２２９番地

竹田市発注の業務委託において、正当な理由がなく契約
を締結しなかったため。

措置要領別表第４　措置要件１　（その他の措置基準）

令和８年５月１３日　から　同年６月１２日まで
（１か月）

令和８年度　指名停止等措置業者一覧表


